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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和3年12月9日(2021.12.9)

【公開番号】特開2018-135520(P2018-135520A)
【公開日】平成30年8月30日(2018.8.30)
【年通号数】公開・登録公報2018-033
【出願番号】特願2018-46325(P2018-46325)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  77/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  77/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  77/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   7/14     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   7/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/38     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  69/02     (2006.01)
   Ａ４３Ｂ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   77/00     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   77/02     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   77/04     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    7/14     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    7/06     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/38     　　　　
   Ｃ０８Ｇ   69/02     　　　　
   Ａ４３Ｂ    5/04     　　　Ａ

【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年10月26日(2021.10.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　合計が１００％となるように、重量で：
（Ａ）式Ａ／Ｚ［式中：
　－　Ａは、少なくとも一つのアミノ酸の重縮合から得られる単位及び少なくとも一つの
ラクタムの重縮合から得られる単位から選ばれる脂肪族の繰り返し単位であるか、又は
　　－　直鎖状若しくは分岐状脂肪族ジアミン、脂環式ジアミン及び芳香族ジアミン、若
しくはこれらの混合物から選ばれる少なくとも一つのジアミンと、
　　－　二酸が脂肪族二酸、脂環式二酸及び芳香族二酸から選ばれる少なくとも一つのジ
カルボン酸と
の重縮合から得られる単位Ｘ．Ｙであって、前記ジアミンと前記二酸が、４から３６の炭
素原子を含む、単位Ｘ．Ｙであり、
　－　Ｚが、別のポリアミドを表し、０～２０％含まれている］
の、５０％～９５％の少なくとも一つの半結晶性ポリアミド；
（Ｂ）アミド単位（Ｂａ１）を含み、且つポリエーテル単位（Ｂａ２）を含み、ガラス転
移温度（Ｔｇ）が７５℃未満である少なくとも一つの半結晶性コポリアミドであって、
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　前記アミド単位（Ｂａ１）が、少なくとも一つのアミノ酸から得られる単位及び少なく
とも一つのラクタムから得られる単位から選ばれる脂肪族の繰り返し単位であり；
　前記ポリエーテル単位（Ｂａ２）が、少なくとも一つのポリアルキレンエーテルポリオ
ールから生じたものであり、
　（Ａ）＋（Ｂ）のブレンドが、ＩＳＯ規格１７８：２０１０に従って決定した場合に６
００から１０００ＭＰａ未満の範囲に含まれる曲げ弾性率を有する、５％～３５％の少な
くとも一つの半結晶性コポリアミド；
（Ｃ）０％～２０重量％の繊維及び／又は充填剤；
（Ｄ）０％～２０％の少なくとも一つの耐衝撃性改良剤；
（Ｅ）安定剤、フォトクロミック染料を除く染料、及び可塑剤、又はこれらの混合物から
選ばれる０％～５％の少なくとも一つの添加剤
を含み、
　コポリアミド（Ｂ）は、第２の加熱の間のＩＳＯ　ＤＳＣ（デルタＨｍ（２））の溶融
エンタルピーが少なくとも２５Ｊ／ｇに等しい結晶化度を有し、重量は、含まれるアミド
単位又は含まれるポリアミドの量に相当し、この溶融はアミド単位の溶融に対応する、
スポーツ用品の製造のための組成物であって、
　スポーツ用品が、硬質の靴である、組成物。
【請求項２】
　ＩＳＯ規格１３４６８－２：２００６に従って決定したとき、厚さ２ｍｍのシート上で
の５６０ｎｍにおける透過率が７０％未満となる透明度を有する、請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
　アミド単位（Ｂａ１）がコポリアミド（Ｂ）の重量に対して少なくとも５０％を占める
ことを特徴とする、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　ポリエーテル単位（Ｂａ２）がコポリアミド（Ｂ）の重量に対して少なくとも１５％を
占めることを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　ポリエーテル単位（Ｂａ２）が、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリプロピレン
グリコール（ＰＰＧ）、ポリトリメチレングリコール（ＰＯ３Ｇ）、ポリテトラメチレン
グリコール（ＰＴＭＧ）及びこれらの混合物又はこれらのコポリマーから選ばれることを
特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　ポリアミド（Ａ）が６５％～９５％で存在する、請求項１から５のいずれか一項に記載
の組成物。
【請求項７】
　コポリアミド（Ｂ）が５％～３０％で存在する、請求項１から６のいずれか一項に記載
の組成物。
【請求項８】
　（Ａ）を５０％～９５％，
　（Ｂ）を５％～３５％，
　（Ｅ）を０％～５％
含み、Ａ＋Ｂ＋Ｅの合計が１００％に等しい、請求項１から７のいずれか一項に記載の組
成物。
【請求項９】
　（Ａ）を５０％～９５％，
　（Ｂ）を５％～３５％，
　（Ｄ）を０．１％～１０％，
　（Ｅ）を０％～５％
含み、Ａ＋Ｂ＋Ｄ＋Ｅの合計が１００％に等しい、請求項１から７のいずれか一項に記載
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の組成物。
【請求項１０】
　スポーツ用品がスキー靴又はスキー靴のパーツである、請求項８又は９に記載の組成物
。
【請求項１１】
　（Ａ）を５０％～９５％，
　（Ｂ）を５％～３５％，
　（Ｃ）を２％～１０％，
　（Ｅ）を０％～５％
　含み、Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｅの合計が１００％に等しい、請求項１から７のいずれか一項に記
載の組成物。
【請求項１２】
　繊維（Ｃ）を含む、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　スポーツ用品が、スパイク付きの硬質の靴である、請求項１１又は１２に記載の組成物
。
【請求項１４】
　ポリアミド（Ａ）及び／又はアミド単位（Ｂａ１）がＰＡ１１及びＰＡ１２から選ばれ
ることを特徴とする、請求項１から１３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　ポリアミド（Ａ）及び／又はアミド単位（Ｂａ１）が生物に由来することを特徴とする
、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　ウォラストナイト及びタルクから選ばれた充填剤（Ｃ）を含む、請求項１１に記載の組
成物。
【請求項１７】
　ポリアミド（Ａ）は、ＰＡ－４．６；ＰＡ－６．６；ＰＡ－６．９；ＰＡ－６．１０；
ＰＡ－６．１２；ＰＡ－１０．１２；ＰＡ－１０．１０及びＰＡ－１２．１２から選ばれ
、並びに／又はアミド単位（Ｂａ１）は、ＰＡ１１及びＰＡ１２から選ばれることを特徴
とする、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１８】
　ＩＳＯ規格１７８：２０１０に従って決定された場合に１４００～２１００ＭＰａの範
囲に含まれる曲げ弾性率を有することを特徴とする、請求項１１から１７のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項１９】
　スポーツ用品の製造のための、請求項１から１８のいずれか一項に記載の組成物の使用
。
【請求項２０】
　請求項１から１８のいずれか一項に記載の組成物の調製方法であって、構成成分（Ａ）
，（Ｂ）と、溶融状態にある（Ｃ）から（Ｅ）とを、２３０～３３０℃の温度で混合し、
顆粒形態で回収し、続いてこの顆粒を２３０～３３０℃の温度で射出成形機により射出し
て所望の物品を得る工程を含む方法。
【請求項２１】
　請求項１から１８のいずれか一項に記載の組成物の調製方法であって、構成成分（Ａ）
，（Ｂ）と、顆粒の形態にある構成成分（Ｃ）から（Ｅ）とを混合し、次いでこの混合物
を、２３０～３３０℃の温度で射出成形機により射出して所望の物品を得る工程を含む方
法。
【請求項２２】
　請求項１から１８のいずれか一項に記載の組成物を含むスポーツ用品であって、乾燥混
合物の形態で又は押出機により混ぜ合わせた後で製造される用品。
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【請求項２３】
　スキー靴又はスパイク付きの硬質の靴からなることを特徴とする、請求項２２に記載の
用品。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２６】
　本発明は、合計が１００％となるように、重量で：
　（Ａ）式Ａ／Ｚ［式中：
　－　Ａは、少なくとも一つのアミノ酸の重縮合から得られる単位及び少なくとも一つの
ラクタムの重縮合から得られる単位から選ばれる脂肪族の繰り返し単位であるか、又は
　　－　直鎖状若しくは分岐状脂肪族ジアミン、脂環式ジアミン及び芳香族ジアミン、又
はこれらの混合物から選ばれる少なくとも一つのジアミンと、
　　－　二酸が脂肪族二酸、脂環式二酸及び芳香族二酸から選ばれる少なくとも一つのジ
カルボン酸と
の重縮合から選ばれる単位Ｘ．Ｙであって、前記ジアミンと前記二酸が４から３６の炭素
原子、有利には６から１８の炭素原子を含む、単位Ｘ．Ｙであり、
　－　Ｚは、別のポリアミドを表し、０～２０％含まれている］
の、５０％～９５％の少なくとも一つの準結晶性ポリアミド；
　（Ｂ）アミド単位（Ｂａ１）を含み、且つポリエーテル単位（Ｂａ２）を含み、ガラス
転移温度（Ｔｇ）が７５℃未満である少なくとも一つの準結晶性コポリアミドであって、
　前記アミド単位（Ｂａ１）が、少なくとも一つのアミノ酸から得られる単位及び少なく
とも一つのラクタムから得られる単位から選ばれる脂肪族の繰り返し単位、又は
　　－　直鎖状若しくは分岐状脂肪族ジアミン及び芳香族ジアミン、又はこれらの混合物
から選ばれる少なくとも一つのジアミンと、
　　－　二酸が脂肪族二酸及び芳香族二酸から選ばれる少なくとも一つのジカルボン酸と
の重縮合から得られる単位Ｘ．Ｙであって、前記ジアミン及び前記二酸が、４から３６の
炭素原子、有利には６から１８の炭素原子を含む、単位Ｘ．Ｙに対応しており、
　前記ポリエーテル単位（Ｂａ２）が、特に少なくとも一つのポリアルキレンエーテルポ
リオール、特に一つのポリアルキレンエーテル　ジオールから生じたものであり、
　（Ａ）＋（Ｂ）のブレンドが、６００から１０００ＭＰａ未満、特に７５０から１００
０未満の範囲に含まれる、ＩＳＯ規格１７８：２０１０に準拠する曲げ弾性率を有する、
５％～５０％の準結晶性コポリアミド；
　（Ｃ）０％～２０重量％の繊維及び／又は充填剤；
　（Ｄ）０％～２０％の少なくとも一つの耐衝撃性改良剤；
　（Ｅ）安定剤、染料（但しフォトクロミック染料を除く）、及び可塑剤、又はこれらの
混合物から選ばれる、０％～５％の少なくとも一つの添加剤
を含む、スポーツ用品の製造のための組成物に関する。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　用語「準結晶性」は、それぞれＩＳＯ規格１１３５７－２：２０１３及び１１３５７－
３：２０１３に従って決定されたガラス転移温度Ｔｇ及び融点Ｍｐの両方を有する（コ）
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ポリアミドを含む。
 
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　Ｔｇ：ＤＳＣ（ＤＳＣ＝示差走査熱量測定）による第２のパスにおける屈曲点
　Ｔｇ：ＤＭＡに従って測定されたガラス転移温度。これは、タンジェントデルタのピー
クの最大値により与えられる温度である。
 
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７７】
（Ｃ）について：
　本発明の組成物は、０～２０％の繊維及び／又は充填剤を含むことができる。
 
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１６】
　有利には、耐衝撃性改良剤及び繊維及び／又は充填剤を含まないこの組成物のポリアミ
ド（Ａ）及び／又はポリアミド（Ｂａ１）は、ＰＡ１１及びＰＡ１２選ばれ、特にＰＡ１
１である。有利には、ポリアミド（Ａ）及び／又はポリアミド（Ｂａ１）は生物に由来す
るものであり、即ち、再生可能原料から得られる資源を起源とするモノマーを含み、つま
りバイオマス由来の、ＡＳＴＭ規格Ｄ６８６６に従って決定される有機炭素を含みうる。
再生可能原料から得られるこれらモノマーは、特に１１－アミノウンデカン酸と、上記に
定義された直鎖状脂肪族ジアミン及び二酸とすることができる。有利には、再生可能原料
から得られるリソースを起源とするモノマーのパーセンテージは少なくとも９０％である
。
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